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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 8月 29日 (2007.8.29)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 内 部 燃 焼 室 を 画 定 す る ハ ウ ジ ン グ を 有 す る ガ ス 発 生 装 置 ；
　 前 記 ハ ウ ジ ン グ に 結 合 さ れ て 、 前 記 燃 焼 室 と 点 火 可 能 に 連 通 す る 点 火 装 置 ；
　 前 記 燃 焼 室 内 に 配 置 さ れ た 、 あ る 量 の 第 １ の ガ ス 発 生 剤 ； お よ び
　 前 記 燃 焼 室 内 で 、 前 記 点 火 装 置 と 前 記 第 １ の ガ ス 発 生 剤 と の 中 間 に 配 置 さ れ た 、 あ る 量
の 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 を 含 み 、

実 質 的 に ガ ス ／ 水 分 不 浸 透 性 の 容 器 に 封 入 さ れ て お り 、
　 前 記 点 火 装 置 の 起 動 に よ っ て 、 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 を 点 火 し 、

車 両 乗 員 保 護 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 点 火 装 置 の 内 側 部 分 が 、 容 器 の 内 側 部 分 と 連 通 し て い る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 乗 員 保
護 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 容 器 が 、 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム 製 の 袋 を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 乗 員 保 護 シ ス テ ム
。
【 請 求 項 ４ 】
　 第 の ガ ス 発 生 剤 が 容 器 に 封 入 さ れ 、 点 火 装 置 容 器 の 壁 に 破 断 を 生 じ さ
せ 、 そ れ に よ っ て そ の 中 に 収 納 さ れ て い る 前 記 第 の ガ ス 発 生 剤 を 露 出 さ せ 、 前 記 第 の
ガ ス 発 生 剤 に 点 火 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 乗 員 保 護 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 第 １ の ガ ス 発 生 剤 に 隣 接 す る と と も に 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 が 封 入 さ れ て い る 容 器 か ら 離 れ
て 位 置 す る 別 の 容 器 に 封 入 さ れ た 、 第 ３ の ガ ス 発 生 剤 を さ ら に 含 み 、 前 記 第 ２ の ガ ス 発 生
剤 に よ る 前 記 第 １ の ガ ス 発 生 剤 の 点 火 に よ っ て 、 前 記 第 ３ の ガ ス 発 生 剤 が 封 入 さ れ て い る
別 の 容 器 の 壁 に 破 断 を 生 じ さ せ 、 そ れ に よ っ て そ の 中 に 収 納 さ れ て い る 前 記 第 ３ の ガ ス 発
生 剤 を 露 出 さ せ て 前 記 第 ３ の ガ ス 発 生 剤 に 点 火 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 乗 員 保 護 シ ス
テ ム 。

前 記 第 １ お よ び 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 の う ち の 少 な く と も 一 方 は
、

第 ２ の ガ ス 発 生 剤 の 点 火 に
よ り 第 １ の ガ ス 発 生 剤 を 点 火 し 、 前 記 容 器 は 、 燃 焼 室 内 に お い て 配 置 可 変 に 設 け ら れ る も
の で あ る 、

２ の 起 動 に よ っ て
２ ２



【 請 求 項 ６ 】
　 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 が 、 第 １ の ガ ス 発 生 剤 と 異 な る 組 成 を 有 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両
乗 員 保 護 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 第 １ お よ び 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 の う ち の 、 他 方 が 第 ２ の 容 器 に 封 入 さ れ て い る 、 請 求 項 １
に 記 載 の 車 両 乗 員 保 護 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 第 ２ の 容 器 は 、 点 火 装 置 の 起 動 以 前 に は 、 燃 焼 室 内 で 配 置 可 変 で あ る 、 請 求 項 ７ に 記 載
の 車 両 乗 員 保 護 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 第 ２ の 容 器 が 、 実 質 的 に ガ ス ／ 水 分 不 浸 透 性 で あ る 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 車 両 乗 員 保 護 シ
ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 容 器 が 、 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム で 形 成 さ れ た 袋 を 含 む 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 車 両 乗 員 保 護
シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 第 １ の ガ ス 発 生 剤 が 、 容 器 内 に 封 入 さ れ て お り 、 点 火 装 置 に よ る 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 の 点
火 に よ っ て 、 前 記 容 器 の 壁 に 破 断 を 生 じ さ せ 、 そ れ に よ っ て そ の 中 に 収 納 さ れ た 前 記 第 １
の ガ ス 発 生 剤 を 露 出 さ せ て 、 前 記 第 １ の ガ ス 発 生 剤 に 点 火 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 乗
員 保 護 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 第 １ の ガ ス 発 生 剤 が 封 入 さ れ て い る 容 器 に 隣 接 す る と と も に 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 か ら 離 れ
て 位 置 す る 別 の 容 器 に 封 入 さ れ た 、 第 ３ の ガ ス 発 生 剤 を さ ら に 含 み 、 前 記 第 ２ の ガ ス 発 生
剤 に よ る 前 記 第 １ の ガ ス 発 生 剤 の 点 火 に よ っ て 、 前 記 第 ３ の ガ ス 発 生 剤 が 封 入 さ れ て い る
前 記 別 の 容 器 の 壁 に 破 断 を 生 じ さ せ 、 そ れ に よ っ て そ の 中 に 収 納 さ れ て い る 前 記 第 ３ の ガ
ス 発 生 剤 を 露 出 さ せ て 前 記 第 ３ の ガ ス 発 生 剤 に 点 火 す る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 車 両 乗 員 保
護 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
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ガ ス 発 生 装 置 で あ っ て 、
周 辺 壁 を 有 す る 内 部 燃 焼 室 を 画 定 す る ハ ウ ジ ン グ ；
前 記 ハ ウ ジ ン グ に 結 合 さ れ て 、 前 記 燃 焼 室 と 点 火 可 能 に 連 通 す る 点 火 装 置 ；
前 記 燃 焼 室 内 に 配 置 さ れ た 、 あ る 量 の 第 １ の ガ ス 発 生 剤 ； お よ び
前 記 燃 焼 室 内 で 、 前 記 点 火 装 置 と 前 記 第 １ の ガ ス 発 生 剤 と の 中 間 に 配 置 さ れ た 、 あ る 量

の 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 を 含 み 、
第 １ お よ び 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 の う ち の 少 な く と も 一 つ は 、 実 質 的 に ガ ス ／ 水 分 不 浸 透 性 の
容 器 に 封 入 さ れ て お り 、 前 記 点 火 装 置 の 起 動 に よ っ て 、 第 １ の ガ ス 発 生 剤 の 点 火 に 先 立 っ
て ま た は 同 時 に 、 第 ２ の ガ ス 発 生 剤 を 点 火 し 、 前 記 容 器 は 、 燃 焼 室 内 に お い て 配 置 可 変 に
設 け ら れ る も の で あ る 、 ガ ス 発 生 装 置 。
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